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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年５月２０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２１年４月１５日１７時４０分～１８時１５分ごろの間に機関

員Ａが落水した。） 

発生場所 不明（鹿児島県与
よ

論
ろん

島東方沖（概位 北緯２７°０９′ 東経１２８°４

３′付近～北緯２７°０１′東経１２８°４４′付近）で落水した。） 

事故調査の経過 平成２１年５月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者としての機関員Ａからの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三神徳
しんとく

丸、１１９トン 

１３５４６３、有限会社神徳水産 

３７.７０ｍ×５.６９ｍ×２.４８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７２０kＷ、平成１０年３月 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ  男性 ５６歳 

五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５０年２月２８日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成１７年１２月９日 

  免状有効期間満了日 平成２３年１月２３日 

機関員Ａ  男性 １６歳 

取得海技免許等なし 

 死傷者等 死亡 １人（機関員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

本船は、船長Ａ、機関員Ａほか２０人が乗り組み、鹿児島県奄美大島近

海の漁場に至り、かつお一本釣り漁を始めた。 

船長Ａは、平成２１年４月１５日１７時４０分ごろ操業を終える前に、

操舵室から左舷船首側で一本釣りを行う機関員Ａの釣り糸が切れたのを認

めたが、操業を終え次の漁場へ移動を開始した後は、操船に集中して機関

員Ａの方を見なかった。また、操業を終える前、機関員Ａの近くで釣りを

行っていた乗組員は、機関員Ａが釣り糸の切れた釣りざおを取り替えて、

再び釣りを始めたのを見たが、その後、機関員Ａを見た者はいなかった。 

本船は、１７時４０分過ぎに漁場を移動して、１８時１５分ごろ、かつ

おの群れを発見し、操業を再開して１９時００分ごろ終えた。 

船長Ａは、１９時２０分ごろ、乗組員から後片付けのときに機関員Ａが

いないとの報告を受け、乗組員全員で船内を探したが、発見できなかっ

た。 
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船長Ａは、２０時ごろ、海上保安庁及び船舶所有者に連絡するととも

に、本船を反転させて周辺海域の捜索を開始し、海上保安庁も同日２１時

ごろから捜索に加わったが、機関員Ａを発見できず、１８日の日没をもっ

て、捜索活動を打ち切った。 

機関員Ａは、行方不明となっていたが、後日、死亡認定され、除籍され

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西～西南西、風速 約２m/s、視程 約１５海

里、日没時刻 １８時５１分 

海象：海上 平穏、水温 約１３～１４℃ 

 その他の事項 かつお一本釣り漁は、浮き魚礁の周辺などに集まったかつおの群れの中

に入り、１回に１５分ほどかけて、釣りざおを用いて釣り上げるもので、

本船では、明け方から日没近くまでこれを繰り返して操業を行っていた。 

機関員Ａは、平成２１年３月６日から本船に乗船してえさ運びを担当し

ていたが、５～６回目の出漁から釣りも行っていた。 

機関員Ａは、体調不良を訴えてはいなかった。 

船長Ａは、荒天になると乗組員に救命胴衣を着用させていたが、本事故

時は着用させていなかった。 

機関員Ａが最後に目撃されたのは、１７時４０分ごろであった。 

本船の右舷側には転落防止用のロープを３本張っていたが、左舷側は釣

りの支障となるため、張っていなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

なし 

なし 

本船は、与論島東方沖において漁場を移動

中、機関員Ａが救命胴衣を着用せずに、落水した

可能性があると考えられるが、船尾には何人かの

乗組員が休憩していたものの、機関員Ａが落水す

るのを見たり、落水する音を聞いたりした者はお

らず、落水の状況については明らかにすることが

できなかった。 

原因 本事故は、本船が与論島東方沖において、漁場を移動中、機関員Ａが救

命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられる。 

 




